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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液ボトルから薬液と、該薬液を内視鏡の消毒に用いる所定の濃度に希釈する希釈水と
が注入される希釈タンクを具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　前記希釈タンクは、
　第１の収容部と、
　前記第１の収容部の上部または下部において前記第１の収容部に内部が連通するよう設
けられた、前記第１の収容部よりも容積及び底面積が小さい第２の収容部と、
　前記第１の収容部の第１の水位まで前記希釈水または該希釈水によって希釈された前記
薬液が貯留されたことを検知する第１の電極センサと、
　前記第２の収容部の第２の水位まで、前記薬液または前記希釈水によって希釈された前
記薬液が貯留されたことを検知する第２の電極センサと、
　前記第２の収容部の第３の水位まで、前記薬液または前記希釈水によって希釈された前
記薬液が貯留されたことを検知する第３の電極センサと、
　を具備し、
　前記第２の電極センサの検知結果から前記薬液の第１の液量を計量し、前記第３の電極
センサの検知から前記薬液の第２の液量を計量することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置
。
【請求項２】
　薬液ボトルから薬液と、該薬液を内視鏡の消毒に用いる所定の濃度に希釈する希釈水と
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が注入される希釈タンクを具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　前記希釈タンクに設けられた第１の収容部及び該第１の収容部の上部に前記第１の収容
部に内部が連通されて形成された、前記第１の収容部よりも容積及び底面積が小さい第２
の収容部と、
　前記第１の収容部の第１の水位まで前記希釈水または該希釈水によって希釈された前記
薬液が貯留されたことを検知する第１の電極センサと、
　前記第２の収容部内に設けられた定量カップ部材と、
　前記定量カップ部材に設けられた、前記定量カップの第４の水位まで前記薬液が貯留さ
れたことを検知する第４の電極センサと、
　前記定量カップ部材に設けられた、前記計量カップの第５の水位まで前記薬液が貯留さ
れたことを検知する第５の電極センサと、
　を具備し、
　前記第４の電極センサの検知結果から前記薬液の第１の液量を計量し、前記第５の電極
センサの検知から前記薬液の第２の液量を計量することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置
。
【請求項３】
　前記第２の収容部の第６の水位まで前記希釈水または該希釈水によって希釈された前記
薬液が貯留されたことを検知する第６の電極センサと、
　前記第２の収容部の第７の水位まで、前記希釈水または該希釈水によって希釈された前
記薬液が貯留されたことを検知する第７の電極センサと、
　をさらに具備していることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記定量カップ部材は、上部が前記第２の収容部内に対して開口されており、底部に、
前記定量カップ部材から前記薬液または前記希釈水によって希釈された前記薬液を排出す
る排出口が形成されており、
　前記排出口に、栓部材が装脱自在であることを特徴とする請求項２または３に記載の内
視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記定量カップ部材の前記底部の底面における排出口の外周に、前記栓部材が前記排出
口から前記定量カップ部材外に抜けてしまうのを防止する抜け止め部材が設けられている
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記栓部材の底部に、前記希釈水または前記希釈水によって希釈された前記薬液に対し
て比重が小さいフロート部材が連結されているとともに、前記フロート部材の底部に、前
記栓部材を前記抜け止め部材に対して荷重を以て当接させて前記栓部材を前記排出口に装
着させ前記排出口を閉成させる荷重部材が連結されており、
　前記フロート部材は、前記希釈水または該希釈水によって希釈された前記薬液が前記第
６の水位まで貯留されると、前記希釈水または前記希釈水によって希釈された前記薬液に
浮かぶことにより、連結された前記栓部材を浮かばせて、前記排出口を開成させることを
特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記計量カップ部材の前記底部の底面における前記排出口の外周に、前記希釈水または
該希釈水によって希釈された前記薬液によって浮かんだ前記フロート部材が前記抜け止め
の開口を塞ぐのを、前記フロート部材に当接して防止するフロート部材位置規制ガイドが
設けられていることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記計量カップ部材の前記底部の上面における前記排出口の外周に、前記排出口に対す
る前記栓部材の位置を規定する栓部材位置決めガイドが起立して設けられていることを特
徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
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　前記栓部材位置決めガイドの起立高さは、前記フロート部材が前記フロート部材位置規
制ガイドに当接して前記排出口から浮かび上がる前記栓部材の高さ以上に形成されている
ことを特徴とする請求項８に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１０】
　前記第１の収容部に、前記希釈水または前記希釈水によって希釈された前記薬液を加温
する加温部材が設けられていることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の内
視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１１】
　前記希釈水を、前記薬液を希釈するに先立って設定温度に加温する別の加温部材をさら
に有していることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液ボトルから薬液と、薬液を内視鏡の消毒に用いる所定の濃度に希釈する
希釈水とが注入される希釈タンクを具備する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置
具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体腔内に挿入されて使用されるも
のであるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内
視鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置を用いて行う方法が周知
である。
【０００４】
　内視鏡洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡を、内視鏡洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセッ
トするのみで、内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄
消毒工程と称す）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず
、内視鏡が内部に有する既知の送気送水管路、処置具挿通管路等の複数の管路内も洗浄消
毒される。
【０００５】
　ところで、内視鏡洗浄消毒装置において、内視鏡を消毒する際用いられる消毒液、例え
ば過酢酸等の主剤及び緩衝化剤からなる薬液は、一般に、水道水等の希釈水により所定の
濃度に希釈されて用いられるが、内視鏡に対し確実な消毒効果を得るため、希釈濃度の調
整及び温度管理が適切に行われることが要求される。
【０００６】
　また、希釈された薬液自体を急激に加温すると薬効が損なわれることから、実用温度が
高めの薬液の場合は、希釈水をあらかじめ加温タンクにて実用温度に加温してから、希釈
タンク内に供給するのが一般的である。
【０００７】
　さらに、従来においては、薬液の希釈は、内視鏡の消毒に対し数回分もしくは１回分の
液量の主剤及び緩衝化剤がそれぞれ貯蔵された各薬液ボトルより、希釈タンク内に主剤及
び緩衝化剤をそれぞれ供給した後、希釈タンクに接続された希釈水注入口から、希釈水を
所定量、希釈タンクに注入することにより、薬液を適切な濃度に調整して行っていた。尚
、このように適切な希釈された薬液は、既知の手段により、希釈タンクから使用済みの内
視鏡に供給され、その結果、内視鏡は消毒される。
【０００８】
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　ここで、内視鏡の消毒に対し数回分の主剤及び緩衝化剤が貯蔵された各薬液ボトルから
希釈タンクへの、主剤及び緩衝化剤の各供給は、各薬液ボトルと希釈タンクとの途中の供
給管路内に設けられた各ポンプ等で行われる。
【０００９】
　また、希釈タンクに対する主剤及び緩衝化剤の供給量の制御は、希釈タンク内または各
薬液ボトル内に設けられた水位センサ等で行われるのが一般的であり、例えば特許文献１
には、タンク内に貯留される薬液の液量をタンク内の薬液の水位により段階的に検知する
複数のレベルセンサを、タンク内に設けることにより、薬液の供給量の制御を行う内視鏡
洗浄消毒装置が開示されている。
【００１０】
　また、内視鏡の消毒に対し、１回分の主剤及び緩衝化が貯留された各薬液ボトルより主
剤及び緩衝化剤を希釈タンクにそれぞれ供給する場合は、主剤及び緩衝化剤の自重を利用
して希釈タンク内に各薬液ボトル内の薬液を全て注入する手法も周知である。
【特許文献１】特開２０００－２８７９２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に開示された洗浄消毒装置において、タンク内で薬液を希釈
する場合には、タンクの容量に対して使用する薬液の使用量が少ない場合には、具体的に
は、シングルユース等の薬液の供給量が少ない場合には、タンク内における薬液供給後の
水位変動が小さくなることから、複数のレベルセンサを用いたとしても、薬液の供給量の
制御を正確に行うことが困難になるといった問題があった。
【００１２】
　また、薬液ボトルの内部に、薬液の水位を検知するセンサを設けると、薬液ボトルの交
換が煩雑になる他、薬液ボトルが高価になってしまうといった問題があった。さらに、薬
液の供給量の制御を、各薬液ボトルと希釈タンクとの途中の供給管路内に、流量センサを
設けて行う手法も考えられるが、流量センサは高価であることから、安価にて簡単に薬液
の供給量の制御を正確に行うことができる内視鏡洗浄消毒装置が望まれていた。
【００１３】
　本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、簡単かつ安価な構成で、希釈
タンクに供給する薬液の流量を、薬液の供給量が少なかったとしても正確に計量すること
ができ、薬液の供給量の制御を正確に行うことができる内視鏡洗浄消毒装置を提供するに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、薬液ボトルから
薬液と、該薬液を内視鏡の消毒に用いる所定の濃度に希釈する希釈水とが注入される希釈
タンクを具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、前記希釈タンクは、第１の収容部と、前
記第１の収容部の上部または下部において前記第１の収容部に内部が連通するよう設けら
れた、前記第１の収容部よりも容積及び底面積が小さい第２の収容部と、前記第１の収容
部の第１の水位まで前記希釈水または該希釈水によって希釈された前記薬液が貯留された
ことを検知する第１の電極センサと、前記第２の収容部の第２の水位まで、前記薬液また
は前記希釈水によって希釈された前記薬液が貯留されたことを検知する第２の電極センサ
と、前記第２の収容部の第３の水位まで、前記薬液または前記希釈水によって希釈された
前記薬液が貯留されたことを検知する第３の電極センサと、を具備し、前記第２の電極セ
ンサの検知結果から前記薬液の第１の液量を計量し、前記第３の電極センサの検知から前
記薬液の第２の液量を計量する。
【００１５】
　また、本発明の他態様による内視鏡洗浄消毒装置は、薬液ボトルから薬液と、該薬液を
内視鏡の消毒に用いる所定の濃度に希釈する希釈水とが注入される希釈タンクを具備する
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内視鏡洗浄消毒装置であって、前記希釈タンクに設けられた第１の収容部及び該第１の収
容部の上部に前記第１の収容部に内部が連通されて形成された、前記第１の収容部よりも
容積及び底面積が小さい第２の収容部と、前記第１の収容部の第１の水位まで前記希釈水
または該希釈水によって希釈された前記薬液が貯留されたことを検知する第１の電極セン
サと、前記第２の収容部内に設けられた定量カップ部材と、前記定量カップ部材に設けら
れた、前記定量カップの第４の水位まで前記薬液が貯留されたことを検知する第４の電極
センサと、前記定量カップ部材に設けられた、前記計量カップの第５の水位まで前記薬液
が貯留されたことを検知する第５の電極センサと、を具備し、前記第４の電極センサの検
知結果から前記薬液の第１の液量を計量し、前記第５の電極センサの検知から前記薬液の
第２の液量を計量する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡単かつ安価な構成で、希釈タンクに供給する薬液の流量を、流量に
関係なく正確に計量することができ、薬液の供給量の制御を正確に行うことができる内視
鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。  
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態を示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図、図２は、図１のトップカバ
ーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図
である。
【００１８】
　同図に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１００は、使用済みの内視鏡１９０を洗浄、消
毒するための装置であり、装置本体２００と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介し
て開閉自在に接続された蓋体であるトップカバー３００とにより、主要部が構成されてい
る。
【００１９】
　図１に示すように、トップカバー３００が、装置本体２００に閉じられている状態では
、装置本体２００とトップカバー３００とは、装置本体２００及びトップカバー３００の
互いに対向する位置に配設された、例えばラッチ１８０により固定される構成となってい
る。
【００２０】
　装置本体２００の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左
半部の上部に、洗剤／アルコールトレー１１０が、装置本体２００の前方へ引き出し自在
に配設されている。
【００２１】
　洗剤／アルコールトレー１１０には、内視鏡１９０を洗浄する際に用いられる液体であ
る洗浄剤が貯留された洗剤タンク１１０ａと、洗浄消毒後の内視鏡１９０を乾燥する際に
用いられる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１０ｂとが収納されて
おり、洗剤／アルコールトレー１１０が引き出し自在なことにより、各タンク１１０ａ、
１１０ｂに、所定に液体が補充できるようになっている。
【００２２】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１０には、２つの窓部１１０ｍが設けられており、該窓
部１１０ｍにより、各タンク１１０ａ、１１０ｂに注入されている洗浄剤及びアルコール
の残量が操作者によって確認できるようになっている。この洗浄剤は、図示しない給水フ
ィルタにより濾過処理がされた水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。本
実施の形態では、以下の説明において、前記洗浄剤と前記水道水との混合液を洗浄液とい
う。
【００２３】
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　また、装置本体２００の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２０
が、装置本体２００の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２０には
、内視鏡１９０を消毒する際に用いる、過酢酸等の薬液である消毒液の主剤が注入された
薬液ボトル２と、薬液である消毒液の緩衝化剤が注入された薬液ボトル３とが収納されて
おり、カセットトレー１２０が、引き出し自在なことにより、薬液ボトル２、３を所定に
セットできるようになっている。
【００２４】
　さらに、装置本体２００の前面であって、カセットトレー１２０の上部に、洗浄消毒時
間の表示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３０が配設
されている。また、装置本体２００の図中前面の下部に、装置本体２００の上部に閉じら
れているトップカバー３００を、操作者の踏み込み操作により、図２に示すように、装置
本体２００の上方に開くためのペダルスイッチ１４０が配設されている。
【００２５】
　また、図２に示すように、装置本体２００の上面の、例えば操作者が近接する前面側の
両端寄りに、装置本体２００の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード
選択スイッチ等の設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２５０が設けられている
。
【００２６】
　また、装置本体２００の上面であって、操作者が近接する前面に対向する背面側に、装
置本体２００に水道水を供給するための、水道蛇口に接続された給水ホース（いずれも図
示されず）が接続される給水ホース接続口１３１が配設されている。尚、給水ホース接続
口１３１に、水道水を濾過するメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【００２７】
　さらに、装置本体２００の上面の略中央部に、内視鏡収納口をトップカバー３００によ
って開閉される、内視鏡１９０が収納自在な洗浄消毒槽１が設けられている。洗浄消毒槽
１は、槽本体１５０と該槽本体１５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラ
ス部１５１とにより構成されている。
【００２８】
　槽本体１５０は、使用後の内視鏡１９０が洗浄消毒される際、該内視鏡１９０が収納自
在であり、槽本体１５０の槽内の面である底面１５０ｔには、槽本体１５０に供給された
洗浄液、水、アルコール、消毒液等を槽本体１５０から排水するための第１の排水口１５
５が設けられている。
【００２９】
　また、槽本体１５０の槽内の面である周状の側面１５０ｓの任意の位置に、槽本体１５
０に供給された洗浄液、水、消毒液等を、図示しない手段を介して内視鏡１９０の内部に
具備された各管路に供給する、またはメッシュフィルタ等を介し、給水循環ノズル１２４
から槽本体１５０に再度供給するための循環口１５６が設けられている。尚、循環口１５
６には、洗浄液等を濾過するメッシュフィルタが設けられていても良い。
【００３０】
　尚、上述した循環口１５６は、槽本体１５０の底面１５０ｔに設けられていてもよい。
循環口１５６が槽本体１５０の底面１５０ｔに設けられていれば、内視鏡１９０の各管路
、または再度槽本体１５０への、洗浄液、水、消毒液等の供給タイミングを早めることが
できる。さらに、ユーザが循環口１５６に設けられたメッシュフィルタ等を交換するに際
し、底面に設けられていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００３１】
　洗浄消毒槽１の槽本体１５０の底面１５０ｔの略中央部に、洗浄ケース１６０が配設さ
れている。
【００３２】
　洗浄ケース１６０には、内視鏡１９０の各スコープスイッチ等のボタン類、内視鏡１９
０に併設されている取り外し可能な部品が収容される。その結果、各ボタン類及び取り外
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した部品は、内視鏡１９０と一緒に洗浄、消毒される。
【００３３】
　槽本体１５０の側面１５０ｓの任意の位置に、槽本体１５０に供給された洗浄液、水、
消毒液等の水位を検出するカバー付き水位センサ１３２が設けられている。
【００３４】
　テラス部１５１のテラス面１５１ｔ以外の面、即ち槽本体１５０の底面１５０ｔと平行
な面に、槽本体１５０に対し、洗剤タンク１１０ａから、図示しない洗剤用ポンプにより
、水道水により所定の濃度に希釈される洗浄剤を供給するための洗剤ノズル１２２及び、
後述する希釈タンク６（図３参照）から、後述するポンプ８（図３参照）により、消毒液
を供給するための消毒液ノズル１２３が配設されている。
【００３５】
　さらに、テラス部１５１の槽本体１５０の底面１５０ｔと平行な面に、槽本体１５０に
対し、給水するための、または槽本体１５０の循環口１５６から吸引した洗浄液、水、消
毒液等を、再度槽本体１５０に供給するための給水循環ノズル１２４が配設されている。
【００３６】
尚、洗剤ノズル１２２、消毒液ノズル１２３及び給水循環ノズル１２４は、テラス面１５
１ｔに配設されていても良い。
【００３７】
　また、テラス部１５１のテラス面１５１ｔの操作者近接位置１ｋに対向する側の面１５
１ｆに、内視鏡１９０の内部に具備された管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、ま
たはエア等を供給するための複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート１３３と、
鉗子起上用ポート１３４と、漏水検知用ポート１３５とが配設されている。
【００３８】
　次に、内視鏡洗浄消毒装置の内部の構成を、上述した薬液ボトル２、３、希釈タンク６
を中心に、図３～図５を用いて説明する。
【００３９】
　図３は、図１の内視鏡洗浄消毒装置の消毒液供給機構に用いる管路の構成の概略を示す
図、図４は、図３の希釈タンクの構成を概略的に示す図、図５は、図４の希釈タンクの上
面図である。
【００４０】
　図３に示すように、カセットトレー１２０に収納された薬液ボトル２、３は、それぞれ
管路２ｋ、３ｋを介して、希釈タンク６の薬液注入口２８に接続されている。尚、各管路
２ｋ、３ｋの中途位置に、各薬液ボトル２、３から希釈タンク６内に、それぞれ消毒液の
主剤、緩衝化剤を注入するためのポンプ４、５が介装されている。
【００４１】
　また、上述した給水ホース接続口１３１から延出する管路１３１ｋは、希釈タンク６の
給水口２７に接続されている。尚、管路１３１ｋの中途位置に、希釈タンク６内に対し、
水道水等の消毒液の希釈水の注入、停止を開閉により行う希釈弁７が介装されている。
【００４２】
　さらに、希釈タンク６に設けられた薬液供給口２９は、中途位置にポンプ８が介装され
た管路２９ｋを介して洗浄消毒槽１の消毒液ノズル１２３に接続されている。ポンプ８が
駆動されることにより、希釈タンク６内の希釈された消毒液は、洗浄消毒槽１に供給され
る。
【００４３】
　図４、図５に示すように、希釈タンク６は、第１の収容部３２と、該第１の収容部３２
の上部に第１の収容部３２に内部が連通されて形成された第１の収容部３２よりも容積の
小さい第２の収容部３１とから主要部が構成されている。即ち、希釈タンク６は、容量の
異なる２段の収容部から構成されている。
【００４４】
　第１の収容部３２に、上述した薬液供給口２９の他、アース用の電極である電極センサ
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２１と、温度センサ２２と、加温部材であるヒータ２６とが設けられている。
【００４５】
　温度センサ２２は、第１の収容部３２に注入された希釈水の温度を測定するセンサであ
り、また、ヒータ２６は、希釈水の温度を設定温度である実用温度、例えば４０℃～５０
℃まで加温するものである。尚、希釈水を、薬液を希釈する前に上述した実用温度まで加
温するのは、薬液を急速加温してしまうと、薬液の劣化が促進されてしまうためである。
また、ヒータ２２を用いることなく、希釈タンク６に希釈水を供給する前に、希釈水を上
述した実用温度に加温してから希釈タンク６に希釈水を供給しても構わない。このように
、希釈水を薬液の希釈前に実用温度まで加温することにより、薬液の劣化なしに、調合後
の薬液の急速加温が可能となる。
【００４６】
　第２の収容部３１に、上述した給水口２７及び薬液注入口２８の他、第１の電極センサ
２３と、第２の電極センサ２５と、第３の電極センサ２４とが設けられている。
【００４７】
　給水口２７及び薬液注入口２８は、第２の収容部３１の上部に設けられている。また、
第１の電極センサ２３は、第２の収容部３１が第１の収容部３２と連通する位置の近傍に
設けられており、第２の電極センサ２５は、第１の電極センサ２３が検知するまで希釈タ
ンク６に希釈水が注入された後、薬液ボトル２から注入される主剤の量の高さ分だけ、第
１の電極センサ２３から上側に位置するよう設けられている。さらに、第３の電極センサ
２４は、第２の電極センサ２５が検知するまで希釈タンク６に主剤が注入された後、薬液
ボトル３から注入される緩衝化剤の量の高さ分だけ、第２の電極センサ２５から上側に位
置するよう設けられている。
【００４８】
　第１の電極センサ２３は、第１の収容部３２に、該第１の収容部３２の全量となる第１
の水位まで、即ち、希釈タンク６の底部から第１の電極センサ２３の高さまで希釈水が貯
留されたことを検知して、該検知結果を、図示しない制御部に伝送するセンサである。
【００４９】
　また、第２の電極センサ２５は、第２の収容部３１の第１の水位よりも高い第２の水位
まで薬液ボトル２から主剤が注入されたことを検知して、即ち、第２の電極センサ２５の
高さまで希釈水によって希釈された主剤が貯留されたことを検知して、検知結果を、図示
しない制御部に伝送するセンサである。制御部は、検知結果から、主剤の第１の液量を、
第２の水位からの第１の水位の差を求めることにより計量する。
【００５０】
　さらに、第３の電極センサ２４は、第２の収容部３１の第２の水位よりも高い第３の水
位まで薬液ボトル３から緩衝化剤が注入されたことを検知して、即ち、第３の電極センサ
２４の高さまで希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が貯留されたことを検知して
、検知結果を、図示しない制御部に伝送するセンサである。制御部は、検知結果から、緩
衝化剤の第２の液量を、第３の水位からの第２の水位の差を求めることにより計量する。
【００５１】
　次に、以上のように構成された本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１００の作用につい
て、図６～図８を用いて説明する。図６は、図４の希釈タンク内に第１の水位まで希釈水
が貯留された状態を示す図、図７は、図４の希釈タンク内に第２の水位まで希釈水によっ
て希釈された主剤が貯留された状態を示す図、図８は、図４の希釈タンク内に第３の水位
まで希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が貯留され薬液の調合が完了した状態を
示す図である。
【００５２】
　尚、内視鏡洗浄消毒装置１００の作用は、希釈タンク６に希釈水、消毒液となる薬液の
主剤、緩衝化剤を注入する工程について説明する。尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置１０
０の作用は、周知であるため、その説明は省略する。
【００５３】
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　先ず、消毒液となる薬液を調合する際は、内視鏡洗浄消毒装置の図示しない制御部は、
希釈弁７（図３参照）を開放し、給水口２７から希釈タンク６内に水道水等の希釈水を注
入する。注入の結果、図６に示すように、第１の水位である第１の電極センサ２３の高さ
まで第１の収容部３２内に希釈水が貯留されると、第１の電極センサ２３より検知信号が
制御部へ伝送され、制御部より希釈弁７を閉じる指示信号を出力する。
【００５４】
　この際、第１の収容部３２内に貯留された希釈水の温度が、温度センサ２２により実用
温度、例えば４０℃～５０℃よりも低いと検知された場合には、制御部は、ヒータ２６を
駆動制御して、希釈水の温度を実用温度まで加温する。尚、希釈水は、実用温度まで加温
してから、希釈タンク６に注入しても構わない。
【００５５】
　次いで、制御部は、ポンプ４を駆動して、薬液注入口２８から希釈タンク６内に、薬液
ボトル２内の主剤を注入する。注入の結果、図７に示すように、第２の水位である第２の
電極センサ２５の高さまで希釈水によって希釈された主剤が第２の収容部３１内に貯留さ
れると、第２の電極センサ２５より検知信号が制御部へと伝送され、制御部よりポンプ４
の駆動を停止する制御信号を出力する。この際、制御部は、第２の水位からの第１の水位
の差を求めることにより、主剤の第１の液量を計量する。
【００５６】
　次いで、制御部は、ポンプ５を駆動して、薬液注入口２８から希釈タンク６内に、薬液
ボトル３内の緩衝化剤を注入する。注入の結果、図８に示すように、第３の水位である第
３の電極センサ２４の高さまで希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が第２の収容
部３１内に貯留されると、第３の電極センサ２４より検知信号が制御部へと伝送され、制
御部よりポンプ５の駆動を停止する制御信号を出力する。この際、制御部は、第３の水位
からの第２の水位の差を求めることにより、緩衝化剤の第２の液量を計量する。
【００５７】
　尚、第３の電極センサ２４によって検知された希釈水によって希釈された主剤及び緩衝
化剤は、内視鏡１９０の消毒に用いる所定濃度の消毒液に調合されている。
【００５８】
　最後に、所定濃度の消毒液は、制御部がポンプ８を駆動制御することにより、薬液供給
口２９から、管路２９ｋを介して洗浄消毒槽１に供給される。
【００５９】
　このように、本実施の形態においては、希釈タンク６は、第１の収容部３２と、該第１
の収容部３２の上部に形成された第１の収容部３２よりも容積の小さい第２の収容部３１
とから主要部が構成されている。即ち、希釈タンク６は、容量の異なる２段の収容部から
構成されていると示した。
【００６０】
　また、第１の収容部３２よりも容積の小さい第２の収容部３１に、主剤の第１の液量を
計量する第２の電極センサ２５と、緩衝化剤の第２の液量を計量する第３の電極センサ２
４とが設けられていると示した。即ち、第２の収容部３１にて主剤及び緩衝化剤の液量を
測定すると示した。
【００６１】
　このことによれば、希釈タンク６内に対する主剤の注入量が少なかったとしても、第２
の収容部３１は、第１の収容部３２よりも容積が小さいため、注入に伴う第２の収容部３
１内における水位変動が大きくなることから、希釈水によって希釈された後であっても、
主剤注入後の第２の水位を第２の電極センサ２５は確実に検知でき、その結果、主剤の注
入量となる第１の液量を、第２の電極センサ２５のみの簡単かつ安価な構成により正確に
計量することができる。
【００６２】
　また、希釈タンク６内に対する緩衝化剤の注入量が少なかったとしても、第２の収容部
３１は、第１の収容部３２よりも容積が小さいため、注入に伴う第２の収容部３１内にお
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ける水位変動が大きくなることから、希釈水によって希釈された後であっても、緩衝化剤
注入後の第３の水位を第３の電極センサ２４は確実に検知でき、その結果、緩衝化剤の注
入量となる第２の液量を、第３の電極センサ２４のみの簡単かつ安価な構成により正確に
計量することができる。
【００６３】
　以上から、特別精度の良い水位センサを、希釈タンク６や各薬液ボトル２、３内に設け
ることなく、また、各管路２ｋ、３ｋに、流量センサを設けることなく、従来の電極式の
水位センサを、希釈タンク６の第２の収容部３１に設けるのみの安価な構成で、希釈タン
ク６に供給する薬液の流量を、流量に関係なく計量することができ、薬液の供給量の制御
を正確に行うことができる内視鏡洗浄消毒装置１００を提供することができる。
【００６４】
　尚、以下、変形例を、図９、図１０を用いて示す。図９は、本実施の形態の内視鏡洗浄
消毒装置の希釈タンクの構成の変形例を示す図、図１０は、図９の希釈タンクの上面図で
ある。
【００６５】
　本実施の形態においては、希釈タンク６は、第１の収容部３２と、該第１の収容部３２
の上部に形成された第１の収容部３２よりも容積の小さい第２の収容部３１とから主要部
が構成されていると示した。
【００６６】
　これに限らず、希釈タンク６は、図９、図１０に示すように、第１の収容部３２の下部
に、第１の収容部３２に内部が連通する第１の収容部３２よりも容積の小さい第２の収容
部３１が形成された、２段に構成されていても構わない。
【００６７】
　この場合、給水口２７は、第１の収容部３２の上部に設けられ、薬液注入口２８は、第
２の収容部３１内に開口するよう設けられる。また、電極センサ２１は、第２の収容部３
１に位置するよう設けられるとともに、第２の電極センサ２５は、薬液ボトル２から第２
の収容部３１に注入される主剤の量の高さ分だけ、第２の収容部３１内において第２の収
容部３１の底部から上側に位置するよう設けられている。さらに、第３の電極センサ２４
は、第２の電極センサ２５が検知するまで第２の収容部３１に主剤が注入された後、薬液
ボトル３から注入される緩衝化剤の量の高さ分だけ、第２の収容部３１内において第２の
電極センサ２５から上側に位置するよう設けられている。
【００６８】
　また、第１の電極センサ２３は、第３の電極センサ２４が検知するまで第２の収容部３
１に緩衝化剤が注入された後、注入される希釈水の量の高さ分だけ、第１の収容部３２内
において第３の電極センサ２４から上側に位置するよう設けられている。
【００６９】
　この場合、第２の電極センサ２５は、第２の収容部３１の希釈タンク６の底部から第２
の水位まで薬液ボトル２から主剤が注入されたことを検知して、即ち、第２の電極センサ
２５の高さまで主剤が貯留されたことを検知して、検知結果を、図示しない制御部に伝送
するセンサである。制御部は、検知結果から、主剤の第１の液量を計量する。
【００７０】
　また、第３の電極センサ２４は、第２の収容部３１の第２の水位よりも高い第３の水位
まで薬液ボトル３から緩衝化剤が注入されたことを検知して、即ち、第３の電極センサ２
４の高さまで主剤及び緩衝化剤が貯留されたことを検知して、検知結果を、図示しない制
御部に伝送するセンサである。制御部は、検知結果を受けて、第２の液量を、第３の水位
からの第２の水位の差を求めることにより計量する。
【００７１】
　さらに、第１の電極センサ２３は、第１の収容部３２に、第３の水位より高い第１の水
位まで、即ち第１の電極センサ２３の高さまで主剤及び緩衝化剤が希釈された希釈水が貯
留されたことを検知して、該検知結果を、図示しない制御部に伝送するセンサである。
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【００７２】
　このような構成を用いて、薬液の調合を行う場合、本実施の形態とは逆に、先ず、第２
の収容部３１内において、主剤の第１の液量を計量した後、緩衝化剤の第２の液量を計量
して、最後に、希釈水で主剤及び緩衝化剤を希釈して用いることになるが、このような構
成、作用によっても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７３】
（第２実施の形態）
　図１１は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における希釈タンクの構成を概略的に示
す図、図１２は、図１１の希釈タンクの上面図、図１３は、図１１の希釈タンクの第２の
収容部内に設けられた定量カップの構成の概略を示す図、図１４は、図１３の定量カップ
の排出口が開成された状態を示す図、図１５は、図１３の定量カップの上面図、図１６は
、図１３の定量カップの底面図である。
【００７４】
　この第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の構成は、図１～図８示した第１実施の形態
の内視鏡洗浄消毒装置の構成と比して、第２の収容部内に主剤及び緩衝化剤の注入量を計
測する定量カップを設けた点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形
態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００７５】
　図１１、図１２に示すように、希釈タンク１０６は、第１の収容部３２と、該第１の収
容部３２の上部に第１の収容部３２に内部が連通されて形成された第１の収容部３２より
も容積の小さい第２の収容部３１とから主要部が構成されている。即ち、本実施の形態に
おいても、希釈タンク１０６は、容量の異なる２段の収容部から構成されている。
【００７６】
　第２の収容部３１に、上述した給水口２７及び薬液注入口２８、第１の電極センサ２３
の他、第６の電極センサ８２と、第７の電極センサ８３と、定量カップ部材である定量カ
ップ８７とが設けられている。
【００７７】
　第６の電極センサ８２は、第２の収容部３１内において、第１の電極センサ２３よりも
若干上側の位置に設けられており、第７の電極センサ８３は、第２の収容部３１内におい
て、第６の電極センサ８２よりも上側で、第２の収容部３１の上部近傍に設けられている
。
【００７８】
　第６の電極センサ８２は、第２の収容部３１の第１の水位よりも高い第６の水位まで希
釈水または、該希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が貯留されたことを検知して
、即ち、第６の電極センサ８２の高さまで貯留されたことを検知して、該検知結果を、図
示しない制御部に伝送するセンサである。
【００７９】
　また、第７の電極センサ８３は、第２の収容部３１の第６の水位より高い第７の水位ま
で希釈水または、該希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が貯留されたことを検知
して、即ち、第７の電極センサ８３の高さまで貯留されたことを検知して、該検知結果を
、図示しない制御部に伝送するセンサである。
【００８０】
　定量カップ８７は、図１１、図１３に示すように、上部が第２の収容部３１内において
開口するよう設けられており、より詳しくは、上部が、薬液注入口２８に対向して開口す
るよう設けられている。
【００８１】
　図１３に示すように、定量カップ８７の底部９０には、排出口９６が形成されており、
該排出口９６には、栓部材９１が装脱自在である。また、排出口９６の底部９０の底面９
０ｔの外周には、排出口９６から栓部材９１が定量カップ８７外に抜けてしまうのを防止
する抜け止め部材である抜け止め９９が形成されている。尚、抜け止め９９には、開口９
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９ｋが形成されている。
【００８２】
　栓部材９１の底部に、線状部材を介してフロート部材９２が連結されている。フロート
部材９２は、希釈水または希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤に対して比重が小
さい部材により形成されている。よって、フロート部材９２は、希釈水または希釈水によ
って希釈された主剤及び緩衝化剤が第６の電極センサ８２によって検知される第６の水位
まで貯留された際、希釈水または希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤に対して浮
かび、図１４に示すように、栓部材９１を浮かばせて、排出口９６を開成する。
【００８３】
　フロート部材９２の底部に、線状部材を介して荷重部材である錘９３が連結されている
。錘９３は、栓部材９１を下方に引っ張って、栓部材９１を抜け止め９９に対して荷重を
以て当接させることにより、栓部材９１により排出口９６を閉成させるものである。
【００８４】
　定量カップ８７の底部９０の底面９０ｔにおいて、図１６に示すように、平面視した状
態で排出口９６を囲む４隅に、抜け止め９９よりも下方に延出するフロート部材位置規制
ガイド９４がそれぞれ設けられている。
【００８５】
　フロート部材位置規制ガイド９４は、希釈水または希釈水によって希釈された主剤及び
緩衝化剤に対して浮かんだフロート部材９２が、抜け止め９９よりも下方で当接されるこ
とにより、フロート部材９２が抜け止め９９の開口９９ｋを塞いでしまうのを防止するも
のである。
【００８６】
　定量カップ８７の底部９０の上面９０ｊにおいて、図１５に示すように、平面視した状
態で排出口９６を囲む４隅に、栓部材位置規制ガイド９５がそれぞれ上面９０ｊから起立
して設けられている。
【００８７】
　栓部材位置規制ガイド９５は、フロート部材９２がフロート部材位置規制ガイド９４に
当接することにより排出口９６から浮かび上がる栓部材９１の高さ以上に、上面９０ｊか
ら起立していることにより、栓部材位置規制ガイド９５は、栓部材９１が浮かび上がった
際、排出口９６に対する栓部材９１の位置を規定する。即ち、栓部材９１が、栓部材位置
規制ガイド９５内に平面視した状態で収まり、栓部材位置規制ガイド９５からはみ出るこ
とがないよう栓部材９１の位置を規定する。
【００８８】
　定量カップ８７内には、アース用の電極センサ８４が設けられているとともに、第４の
電極センサ８６及び第５の電極センサ８５が設けられている。
【００８９】
　第４の電極センサ８６は、定量カップ８７内において、薬液ボトル２から注入される主
剤の量の高さ分だけ、底部９０から上側に位置に設けられており、さらに、第５の電極セ
ンサ８５は、第４の電極センサ８６が検知するまで定量カップ８７内に主剤が注入された
後、薬液ボトル３から注入される緩衝化剤の量の高さ分だけ、第４の電極センサ８６から
上側に位置するよう設けられている。
【００９０】
　第４の電極センサ８６は、定量カップ８７の第４の水位まで薬液ボトル２から主剤が注
入されたことを検知して、即ち、第４の電極センサ８６の高さまで主剤が貯留されたこと
を検知して、検知結果を、図示しない制御部に伝送するセンサである。制御部は、検知結
果から、主剤の第１の液量を計量する。
【００９１】
　また、第５の電極センサ８５は、定量カップ８７の第４の水位より高い第５の水位まで
薬液ボトル３から緩衝化剤が注入されたことを検知して、即ち、第５の電極センサ８５の
高さまで主剤及び緩衝化剤が貯留されたことを検知して、検知結果を、図示しない制御部
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に伝送するセンサである。制御部は、検知結果から、第５の水位からの第４の水位の差を
求めることにより緩衝化剤の第２の液量を計量する。
【００９２】
　次に、以上のように構成された本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の作用について、図
１７～図１９を用いて説明する。図１７は、図１１の定量カップ内に第５の水位まで主剤
及び緩衝化剤が注入された状態を示す図、図１８は、図１１の定量カップ内の排出口が開
成された状態を示す図、図１９は、図１１の希釈タンク内において、第７の水位まで希釈
水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が注入され薬液の調合が完了した状態を示す図で
ある。
【００９３】
　尚、内視鏡洗浄消毒装置の作用も、希釈タンク１０６に希釈水、消毒液となる薬液の主
剤、緩衝化剤を注入する工程について説明する。尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置の作用
は、周知であるため、その説明は省略する。
【００９４】
　先ず、消毒液となる薬液を調合する際は、内視鏡洗浄消毒装置の図示しない制御部は、
希釈弁７（図３参照）を開放し、給水口２７から希釈タンク１０６内に希釈水を注入する
。注入の結果、図１７に示すように、第１の水位である第１の電極センサ２３の高さまで
第１の収容部３２内に希釈水が貯留されると、第１の電極センサ２３より検知信号が制御
部へ伝送され、制御部より希釈弁７を閉じる指示信号を出力する。
【００９５】
　この際、第１の収容部３２内に貯留された希釈水の温度が、温度センサ２２により実用
温度、例えば４０℃～５０℃よりも低いと検知された場合には、制御部は、ヒータ２６を
駆動制御して、希釈水の温度を実用温度まで加温する。尚、実用温度まで加温した希釈水
を、希釈タンク１０６に注入しても構わない。
【００９６】
　次いで、制御部は、ポンプ４を駆動して、薬液注入口２８から定量カップ８７内に、薬
液ボトル２内の主剤を注入する。注入の結果、第４の水位である第４の電極センサ８６の
高さまで主剤が定量カップ８７内に貯留されると、第４の電極センサ８６より検知信号が
制御部へと伝送され、制御部よりポンプ４の駆動を停止する制御信号を出力する。この際
、制御部は、主剤の第１の液量を計量する。
【００９７】
　次いで、制御部は、ポンプ５を駆動して、薬液注入口２８から定量カップ８７内に、薬
液ボトル３内の緩衝化剤を注入する。注入の結果、図１７に示すように、第５の水位であ
る第５の電極センサ８５の高さまで主剤及び緩衝化剤が定量カップ８７内に貯留されると
、第５の電極センサ８５より検知信号が制御部へと伝送され、制御部よりポンプ５の駆動
を停止する制御信号を出力する。この際、制御部は、第５に水位からの第４の水位の差を
求めることにより緩衝化剤の第２の液量を計量する。この状態で薬液の計量は完了する。
尚、該計量において、定量カップ８７の排出口９６は、栓部材９１にて閉成されているこ
とから、定量カップ８７内の薬液が排出されない状態で、計量を行うことができる。
【００９８】
　次いで、制御部は、希釈弁７を開放し、給水口２７から希釈タンク１０６内に希釈水を
注入する。注入の結果、図１８に示すように、第６の水位である第６の電極センサ８２の
高さまで第２の収容部３１内に希釈水が貯留されると、第６の電極センサ８２より検知信
号が制御部へ伝送される。
【００９９】
　この際、フロート部材９２は、第６の水位まで貯留された希釈水により浮かび上がる。
このことにより、定量カップ８７の排出口９６に閉塞された栓部材９１は、浮かび上がっ
て、排出口９６は開成され、その結果、定量カップ８７内の主剤及び緩衝化剤は、抜け止
め９９の開口９９ｋから希釈タンク１０６内に排出される。
【０１００】
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　その後、図１９に示すように、第７の水位である第７の電極センサ８３の高さまで第２
の収容部３１内に希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤が貯留されると、第７の電
極センサ８３より検知信号が制御部へ伝送され、調合水位まで達したことを検知し、検知
信号が制御部へ伝送され、制御部より希釈弁７を閉じる指示信号を出力する。
【０１０１】
　尚、この際、図１９に示すように、定量カップ８７は、第２の収容部３１内において、
希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤に浸漬されている。また、第７の電極センサ
８３によって検知された希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤は、内視鏡１９０の
消毒に用いる所定濃度の消毒液に調合されている。
【０１０２】
　次いで、調合された消毒液を希釈タンク１０６内より排出する際は、制御部がポンプ８
を駆動制御することにより、薬液供給口２９から、管路２９ｋを介して、調合された消毒
液が洗浄消毒槽１に供給される。
【０１０３】
　この際、第６の電極センサ８２が検知した時点で、制御部は、ポンプ８の駆動を停止し
、上述したように、フロート部材９２を浮かび上がらせて、栓部材９１を浮かばせて排出
口９６を開成し、定量カップ８７内の消毒液が定量カップ８７から排出される水位に調整
する。この状態にて、定量カップ８７内の消毒液が、抜け止め９９の開口９９ｋから全て
排出されるまで放置する。
【０１０４】
　この際、定量カップ８７の底部９０の底面９０ｔにおける排出口９６の外周には、フロ
ート部材位置規制ガイド９４が設けられていることから、フロート部材９２が浮んだ状態
においても、抜け止め９９の開口９９ｋを、フロート部材９２が塞いでしまうことがない
。
【０１０５】
　最後に、定量カップ８７内の消毒液が全て排出された後、制御部は、再度ポンプ８を駆
動して、希釈タンク１０６内の消毒液を洗浄消毒槽１に全て排出する。
【０１０６】
　この際、定量カップ８７内の底部９０の上面９０ｊの排出口９６の周囲には、栓部材位
置規制ガイド９５が設けられていることから、栓部材９１が浮かび上がったとしても、栓
部材９１が排出口９６より位置ずれしてしまう事、つまり、定量カップ８７からの排液が
完了した後も、栓部材９１が排出口９６に閉成されなくなってしまう事が防止されている
。
【０１０７】
　このように、本実施の形態においては、希釈タンク１０６において、第２の収容部３１
内に、定量カップ８７が設けられていると示した。
【０１０８】
　また、定量カップ８７内に、主剤の第１の液量を計量する第４の電極センサ８６と、緩
衝化剤の第２の液量を計量する第５の電極センサ８５とが設けられていると示した。即ち
、定量カップ８７にて、主剤及び緩衝化剤の液量を測定すると示した。
【０１０９】
　このことによれば、希釈タンク１０６内に対する主剤の注入量が少なかったとしても、
定量カップ８７は、第２の収容部３１よりもさらに容積が小さいため、注入に伴う定量カ
ップ８７内の水位変動が大きくなることから、主剤注入後の第４の水位を第４の電極セン
サ８６は、確実に検知でき、その結果、主剤の注入量となる第１の液量を、第４の電極セ
ンサ８６のみの簡単かつ安価な構成により正確に計量することができる。
【０１１０】
　また、希釈タンク１０６内に対する緩衝化剤の注入量が少なかったとしても、定量カッ
プ８７は、容積が小さいため、注入に伴う定量カップ８７内の水位変動が大きくなること
から、緩衝化剤注入後の第５の水位を第５の電極センサ８５は、確実に検知でき、その結
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果、緩衝化剤の注入量となる第２の液量を、第５の電極センサ８５のみの簡単かつ安価な
構成により正確に計量することができる。
【０１１１】
　さらに、本実施の形態においては、第２の収容部３１内に設けられた第６の電極センサ
８２により希釈水または該希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化剤の第６の水位まで
の貯留が検知された際、該排出口９６を塞ぐ栓部材９１を、希釈水または該希釈水によっ
て希釈された主剤及び緩衝化剤によって浮かび上がるフロート部材９２により浮かび上が
らせることにより、定量カップ８７の排出口９６は、開成されると示した。
【０１１２】
　このことによれば、第６の水位まで希釈水または該希釈水によって希釈された主剤及び
緩衝化剤を貯留させるのみで、定量カップ８７内の主剤及び緩衝化剤を、希釈タンク１０
６内に排出させることができることから、確実に、計量後の主剤及び緩衝化剤の調合を行
うことができる。
【０１１３】
　以上から、特別精度の良い水位センサを、希釈タンク１０６や各薬液ボトル２、３内に
設けることなく、また、各管路２ｋ、３ｋに、流量センサを設けることなく、従来の電極
式の水位センサを、希釈タンク１０６の第２の収容部３１の定量カップ８７内に設けるの
みの安価な構成で、希釈タンク１０６に供給する薬液の流量を、流量に関係なく計量する
ことができ、薬液の供給量の制御を正確に行うことができる内視鏡洗浄消毒装置を提供す
ることができる。
【０１１４】
　また、第２の収容部３１よりも容量の小さい定量カップ８７を用いることにより、第１
実施の形態よりも正確に、希釈タンク１０６に供給する薬液の流量を、流量に関係なく計
量することができる。
【０１１５】
　尚、以下、変形例を示す。本実施の形態においては、定量カップ８７の排出口９６に対
する栓部材９１の開閉は、錘９３及びフロート部材９２を用いて行ったが、これに限らず
、例えば電磁弁による開閉など、本実施形態のみに限定せず発明の要旨を脱しない範囲で
種々変形可能である。
【０１１６】
　また、本実施の形態においては、定量カップ８７にて薬液の計量を行うことから、第１
実施の形態のように、第２の収容部３１は、必ずしも第１の収容部３２よりも容積が小さ
く形成されていなくとも構わない。
【０１１７】
　さらに、上述した第１、第２の実施の形態においては、希釈タンクに、主剤を注入した
後、緩衝化剤を注入すると示したが、これに限らず、緩衝化剤を注入した後、主剤を注入
しても構わない。
【０１１８】
　また、本発明は以上述べた実施形態のみに限定されるものでなく、発明の要旨を脱しな
い範囲で種々変形可能である。
【０１１９】
［付記］
　以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
即ち、
（１）内視鏡を消毒する薬液を本体内に設けられた希釈タンク内で生成する内視鏡洗浄消
毒装置であって、
　濃縮された薬液が貯蔵された薬液ボトルより薬液供給管路を介して薬液が注入される薬
液注入口と、給水管路より希釈水が注入される希釈水注入口をそれぞれ有する前記希釈タ
ンクとを具備する内視鏡洗浄消毒装置において、前記薬液供給管路内に設けられた薬液送
液手段と、前記給水管路にて給水を開始・停止させる切換手段と、前記希釈タンク内の液
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量を検知できる検知手段を設けることで、前記希釈タンク内で薬液を定量測量することが
できると共に、前記希釈タンクは底面積及び容量の異なる２段構成となっており、底面積
及び容量の大きい段と、底面積及び容量の小さい段の２段構成となっている事を特徴とす
る内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２０】
（２）前記希釈タンク内に薬液を測量する定量カップを設けた事を特徴とする付記１に記
載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２１】
（３）前記定量カップの底には排出口と、それを塞ぐ排出栓が設けられた事を特徴とする
付記２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２２】
（４）前記排出栓にはフロート及び重しが連結されており、前記希釈タンク内でフロート
が浮かない程度の水位の時は、重しにより下方向に引っ張られ前記排出口を塞ぎ、フロー
トが浮く状態では排出栓が上方向に持ち上げられ排出口を開放する事を特徴とする付記３
に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２３】
（５）前記排出栓の位置ずれを防止する為に、排出口の外周に数点の排出栓位置ずれ規制
ガイドを設けた事を特徴とする付記４に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２４】
（６）前記希釈タンク内水位が上昇した時に、前記定量カップの排出栓と連結された前記
フロートが排出口を塞がないように、フロート上昇位置抑制ガイドを設けた事を特徴とす
る付記４または５に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２５】
（７）前記フロートが上昇抑制用の位置まで上昇した時に、前記栓位置ずれ規制ガイド内
に排出栓が十分収まるように、前記栓位置ずれ規制ガイドの長さをとった事を特徴とする
付記６に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２６】
（８）希釈水は前記定量カップ内の薬液が排出されない程度の水位であらかじめ加温され
て、前記定量カップ内の薬液が所定量溜まると希釈水を加えて水位を上げて、前記定量カ
ップ内の薬液を排出すると共に、適正濃度に希釈する事を特徴とする付記７に記載の内視
鏡洗浄消毒装置。
【０１２７】
（９）体積の大きい下段にあらかじめ希釈水を注入すると共に希釈水が加温され、体積及
び底面積の小さい上段において薬液を注入した時の水位変動より薬液を測量する事を特徴
とする付記１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【０１２８】
（１０）前記定量カップの排出栓に連結されたフロートは希釈タンクの上段に配置されて
おり、少ない希釈水の供給量で水位を上げる事ができると共に、定量カップ内の薬液を排
出する事ができる付記８に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】第１実施の形態を示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図。
【図２】図１のトップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す内
視鏡洗浄消毒装置の斜視図。
【図３】図１の内視鏡洗浄消毒装置の消毒液供給機構に用いる管路の構成の概略を示す図
。
【図４】図３の希釈タンクの構成を概略的に示す図。
【図５】図４の希釈タンクの上面図。
【図６】図４の希釈タンク内に第１の水位まで希釈水が貯留された状態を示す図。
【図７】図４の希釈タンク内に第２の水位まで希釈水によって希釈された主剤が貯留され
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【図８】図４の希釈タンク内に第３の水位まで希釈水によって希釈された主剤及び緩衝化
剤が貯留され薬液の調合が完了した状態を示す図。
【図９】第１実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の希釈タンクの構成の変形例を示す図。
【図１０】図９の希釈タンクの上面図。
【図１１】第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における希釈タンクの構成を概略的に示
す図。
【図１２】図１１の希釈タンクの上面図。
【図１３】図１１の希釈タンクの第２の収容部内に設けられた定量カップの構成の概略を
示す図。
【図１４】図１３の定量カップの排出口が開成された状態を示す図。
【図１５】図１３の定量カップの上面図。
【図１６】図１３の定量カップの底面図。
【図１７】図１１の定量カップ内に第５の水位まで主剤及び緩衝化剤が注入された状態を
示す図。
【図１８】図１１の定量カップ内の排出口が開成された状態を示す図。
【図１９】図１１の希釈タンク内において、第７の水位まで希釈水によって希釈された主
剤及び緩衝化剤が注入され薬液の調合が完了した状態を示す図。
【符号の説明】
【０１３０】
　２…薬液ボトル
　３…薬液ボトル
　６…希釈タンク
　２３…第１の電極センサ
　２４…第３の電極センサ
　２５…第２の電極センサ
　２６…ヒータ
　３２…第１の収容部
　３１…第２の収容部
　８２…第６の電極センサ
　８３…第７の電極センサ
　８５…第５の電極センサ
　８６…第４の電極センサ
　８７…定量カップ
　９０…定量カップの底部
　９０ｊ…定量カップの底部の上面
　９０ｔ…定量カップの底部の底面
　９１…栓部材
　９２…フロート部材
　９３…錘
　９４…フロート部材位置規制ガイド
　９５…栓部材位置決めガイド
　９６…定量カップの排出口
　９９…抜け止め
　９９ｋ…抜け止めの開口
　１００…内視鏡洗浄消毒装置
　１９０…内視鏡
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